
余裕期間制度の概要図

(注)工事完成期限日を変更しない場合の例

技術者及び代理人の配置
CORINSへの技術者の登録

実施可能な作業の制限

余裕期間＝契約締結日から工事着手日の前日まで

前払金の請求 請求不可（支出不可）

前払金の請求

必要
変更後10日以内（変更後の実工期）

制限なし
請求可（支出可）

実工期（変更）
実工期は着手日から工事完成期限日(当初)とする

工事着手日 工事着手期限日＝4/1

余裕期間制度を適用する工事の件名は末尾に「（余裕期間対象工事）」と、ゼロ市工事の件名は末尾に「（ゼロ市工事）」と記載する

実施可能な作業の制限
CORINSへの技術者の登録

不要

※要綱の別表参照 制限なし実施可能な作業の制限

工事完成期限日

余裕期間

必要
変更後10日以内（変更後の実工期）
制限なし

実工期（変更）
実工期は着手日から工事完成期限日(当初)とする

契約後10日以内（契約時の実工期）

※要綱の別表参照 出来高が計上されない作業（支出不可）

前払金の請求

工事完成期限日

※要綱の別表参照

受発注者協議により短縮

不要
契約後10日以内（契約時の実工期）

実工期（変更）
実工期に合わせて適切な工期を定め契約変更

契約日

CORINSへの技術者の登録

工事着手日

実施可能な作業の制限

技術者及び代理人の配置

余裕期間制度についての詳細は「横浜市請負工事等余裕期間制度実施要綱」を参照

工事着手期限日 工事完成期限日(変更)

請求可（支出可）

請求可（支出可）

技術者及び代理人の配置

受発注者協議により短縮

余裕期間を短縮する場合（その２）：実工期が積み上げによらない維持管理工事など

余裕期間を短縮する場合（その３）：ゼロ市工事（前払金を含めて契約年度中の支払いがない工事）

契約日 工事着手日 工事着手期限日

契約日ケースＤ
契約後

契約後10日以内（契約時の実工期）

契約日 工事着手期限日＝工事着手日

余裕期間

（準備期間と後片付け期間を含む）

技術者及び代理人の配置
CORINSへの技術者の登録

工事完成期限日

契約後

前払金の請求 請求可（支出可）

ケースＡ

ケースＢ

ケースＣ

※要綱の別表参照（技術者等の配置が必要ない作業） 制限なし

不要 必要
契約後10日以内（契約時の実工期） 変更後10日以内（変更後の実工期）

余裕期間
受発注者協議により短縮

特記仕様書で明示発注時

契約後 余裕期間の短縮が認められない場合　又は　余裕期間を短縮しない場合

契約後 余裕期間を短縮する場合（その１）

工事完成期限日契約予定日 工事着手期限日

工事完成期限日

余裕期間
発注時から変更なし

実工期
発注時から変更なし

余裕期間 実工期

短縮の可否は特記仕様書で明示
４か月を超えない範囲で発注者が設定 工事を施工するために必要な期間

不要 必要
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